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土地利用の方針１

交通体系整備の方針２

都市環境形成の方針３

身近な生活空間づくりの方針４

新たな交流・連携づくりの方針５
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都市づくりの 理念

〔 暮らしの 楽しさを 支 える 4 つ の 視 点 〕

暮らしの　　　  を実感できる「歩きつながる」まち楽しさ

全体構想

第1章 分野別構想について 第2章 分野別の方針
第１節 土地利用の方針　全体構想の都市づくりの方針を受けて、総合的かつ計画的に都市づくりを進めていくため、土地利用、

交通体系整備、都市環境形成、身近な生活空間づくり、新たな交流・連携づくりについて、それぞれ分野
別の方針を定めます。

　分野別構想は、都市を構成する土地利用や交通体系等の分野ごとに都市づくりの基本的な考え方や
整備方針等を明らかにすることにより、全体構想で掲げる都市づくりの将来都市像の実現に向けた具体
的な取組を共有することを目的としています。
　分野別構想は、全体構想では分かりにくい個別分野ごとのまちづくりの考え方を示すものです。このた
め、特に行政内部においては、都市計画マスタープランの考え方を踏まえて個別の計画を立案したり、各
種施策を実行したりするなど、関係各課の相互の連携を高め、総合的に都市づくりを推進していく指針と
して活用していきます。
　また、市民の方々にとっては、興味のある分野や身近なまちづくりのテーマとして考えていることを、用
途に応じて必要な視点から確認するための手段として使用されることを想定しています。

　分野別の方針を定めるに当たっては、都市計画マスタープラン等策定委員会に、庁内関係各課を構成
員とした作業部会を設置しました。
　関係各課が所管する個別計画や具体的な施策の現状を把握しながら、全体構想や地域別構想の取
りまとめに合わせて、総合的かつ計画的に都市づくりを推進する視点から、個別分野ごとに基本的な考え
方や整備方針を調整し、分野別の方針として共有すべき考え方を整理しています。

（１）自然環境の保全と活用
・農地、山地・丘陵地、海岸等の優良な自然環境を計画的に保全するとともに、水害や土砂災害、暴
風等の災害から人命や財産を守るため、適正な維持管理に取り組みます。
・これらの豊かな自然環境は、農山漁村地域における地域活力を創造し、交流を育むための貴重な
資源として、積極的に活用します。

（２）環境負荷の低減
・環境にやさしい持続可能な都市づくりを実現するため、物的、人的な移動がコンパクトに完結する
よう、現在の市街化区域の規模を原則維持するとともに、都市機能の適切な集積を図ることによ
り、都市活動に伴う環境負荷の低減に配慮します。
・徒歩や自転車、公共交通で容易に繋がるライフスタイルの確立など、移動に伴う温室効果ガスの
排出抑制に向けた土地利用を図ります。

（３）交通ネットワークと連動した都市的土地利用の推進
・住宅地、商業地、工業地等が、主要な公共公益施設と交通ネットワークで結ばれ、機能的な都市活
動の展開が図れるようにします。
・「歩く」視点に立ったまちづくりの実現に向けて、公共交通と連携した「地域拠点」を位置付け、商
業・福祉・医療・行政等の日常生活を支える機能の維持・誘導に取り組みます。
・公共交通と連携し、居住誘導区域や、公共交通幹線軸沿線への住居機能等の誘導を促進します。

（４）地域のきめ細かな土地利用の誘導
・土地利用の動向、地域の地形条件、歴史や文化、これまでのまちづくりの経緯、住民の意向等を踏
まえつつ、用途地域の適切な見直しの検討や地区計画等の都市計画制度の積極的な活用により、
きめ細かな土地利用の誘導を図ります。

　中心部から郊外へ、また「地域拠点」からその周辺へいくほど低密度化と
純化を図ります。また、商業・交通機能等の集積を活かし、都心部への居住
を促進していきます。

住 宅 系

　周辺の土地利用や道路交通環境に著しく影響を与える大規模な集客施
設を中心部に適切に誘導するなど、中心部と郊外との適切な役割分担を図
ります。

商 業・業 務 系

　工業生産活動の増進、公害の発生の防止等を勘案しつつ、既存の集積を
活かしながら、規模、業種等が適切に配置された工業地の形成を図ります。
また、高速交通網を活かし、本市の産業を牽引する新たな企業の受け皿を整
備します。

工 業 系

１．土地利用の基本的な考え方

１．分野別構想の役割

２．分野別の方針の策定経緯

■分野別構想の位置付けイメージ
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